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５．計画の期間

この計画の期間は、第９次様似町総合計画に合わせ、令和３年度（2021 年度）から令和 12 年

度（2030 年度）の 10 年間とします。

６．男女平等・男女共同参画のあゆみ

年 西暦 内　　容

平成 11 1999 国　「男女共同参画基本法」施行

平成 12 2000 国　「男女共同参画基本計画」策定

〃 〃 町　「様似町男女共同参画条例」制定

平成 13 2001 国　内閣府に「男女共同参画局」「男女共同参画会議」を設置

〃 〃 国　「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」公布

〃 〃 道　「北海道男女平等参画推進条例」制定

〃 〃 町　「様似町男女共同参画審議会」設置

平成 14 2002 道　「男女平等参画基本計画」策定

〃 〃 町　「様似町男女共同参画基本計画」策定

平成 17 2005 国　「第２次男女共同参画基本計画策定」

平成 20 2008 道　「第２次男女平等参画基本計画」策定

平成 22 2010 国　「第３次男女共同参画基本計画」策定

平成 23 2011 町　「第２次様似町男女共同参画基本計画」策定

平成 24 2012 国　「『女性の活躍促進による経済活性化』行動計画」策定

平成 27 2015 国　「第４次男女共同参画基本計画」策定

〃 〃 町　「女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画」策定

平成 28 2016 国　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」施行

平成 30 2018 道　「第３次男女平等参画基本計画」策定

令和２ 2020 国　「第５次男女共同参画基本計画」策定

＊用語解説＊

＜ジェンダー＞

　「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生まれついての生物学的性別（セックス /

sex）がある。一方、社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」

があり、このような男性、女性の別を「社会的・文化的に形成された性別」（ジェンダー /gender）

という。

＜セクシュアル・ハラスメント＞

　相手の意に反した、性的な性質の言動のこと。性的なからかいや冗談、食事などへの執拗な誘い、

身体への不必要な接触など、意に反する性的な言動が行われ拒否することで不利益を受けたりするも

のが該当する。

＜ライフ・ワーク・バランス＞

　「仕事と生活の調和」のこと。一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を

果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても。子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じ

て多様な生き方が選択・実現できること。

＜ドメスティック・バイオレンス（DV）＞

　夫や妻、恋人などパートナーからの身体的・精神的暴力のこと。殴る、蹴るといった身体的暴力、

言葉による精神的暴力、性的暴力がある。
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男性のほうが優遇 どちらかといえば男性 平等

どちらかといえば女性 女性のほうが優遇 わからない

6％ 41％ 39％ 6％

2％

7％

12％ 40％ 31％ 5％

1％

13％

13％
2％

51％
3％

33％

11％ 57％ 16％ 5％
1％
11％

5％ 33％ 24％ 5％ 34％

男女共同参画に関する町民の声第２部

■男女共同参画に関する町民アンケート結果

　町内にお住いの 20 代～ 60 代の男女それぞれ 50 名のかたを対象に、男女共同参画に関する

アンケートを行いました。

家庭環境

職場

学校教育

社会通念・習慣・しきたり

様似町全体

Q. 男女の地位は平等になっていると思いますか？

同感する 同感しない どちらともいえない わからない

8％ 54％ 38％
1％

10％ 51％ 39％

6％ 55％ 37％
2％

Q.「男は仕事、女は家庭」という考え方がありますが、この考え方に同感しますか？

全体

男性

女性

社会通念・慣習・しきたりの面で男性が優遇されていると思う人が多い。

「同感しない」がともに 50％を超えており、固定化した役割という

考えは少なくなっている。
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回答数　500 名のうち 200 名から回答（男性 77 名、女性 123 名）

回答率 40％



59%

28%

64%

43%

44%

42%

26%

27%

21%

20%

2%

1%

Q. 男性が女性とともに家事、子育て、介護、地域活動に積極的に参加していくためには、

　どのようなことが必要だと思いますか？

男性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくすこと

男性が家事などに参加することに対する女性の抵抗感をなくすこと

夫婦や家族間でコミュニケーションをよくはかること

まわりの人が、夫婦の役割分担などについての当事者の考え方を尊重すること

社会の中で、男性による家事、子育て、介護地域活動についての評価を高めること

労働時間短縮や休憩制度を普及することで、仕事以外の時間をより多く持てるようにすること

男性が家事、子育て、介護、地域に関心を高めるよう啓発や情報提供を行うこと

男性の家事や子育て、介護などの技能を高めること

男性が子育てや介護、地域活動を行うための、仲間（ネットワーク）作りを進めること

家庭や地域活動と仕事の両立などの問題について、男性が相談しやすい窓口を設けること

とくに必要なことはない

その他

男性の家事への参加の抵抗感をなくすことや、夫婦や家族間でのコミュニ

ケーションが必要と思う人が多い。

ー５ー



35%

29%

43%

30%

6%

55%

26%

19%

28%

15%

8%

3%

保育所や幼稚園に関する情報

放課後児童クラブに関する情報

企業・NPO活動のための情報

出産・育児などを経ながら就業を継続している女性のモデル事例に関する情報

Q. 女性の活躍に向けた取り組みに関する情報のうち、

　どの情報がとくに必要になると感じますか？

介護・家事の支援サービスに関する情報

就職・再就職のための職業訓練に関する情報

仕事と育児・介護との両立支援制度に関する情報

積極的に家事・育児に参画する男性のモデル事例に関する情報

ワーク・ライフ・バランスの推進や働き方の見直しの実践例に関する情報

情報が多すぎて選択できないため、適切な支援先を案内する総合窓口の情報

とくに必要なことはない

その他

仕事と育児・介護の両立支援制度に関する情報がとくに必要と感じる人が

多い。
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Q. 女性と男性が、家庭、職場、地域社会などのさまざまな分野に、共同で参画する社会

　を実現するために、様似町の施策として何が重要だと思いますか？

21%

42%

67%

36%

16%

25%

15%

24%

62%

22%

4%

3%

男女平等や人権尊重の意識を高めるための広報や啓発活動を進めること

学校教育や生涯学習の場で男女平等についての教育を進めること

男女がともに仕事と家庭を両立することができる環境を整備すること

雇用の場で男女共同参画を進めること

漁業・農業に関わる人たちの活動の場面で男女共同参画を進めること

女性に対するあらゆる暴力を根絶するための取り組みを進めること

男女の生き方に関する情報提供や学習の機会を充実すること

生涯を通じた女性の健康づくりや母子保健対策を進めること

男女がともに安心して高齢期を迎えられるような環境を整備すること

相談機関や相談機能を充実すること

とくに必要なことはない

その他

仕事と家庭の両立、安心して高齢期を迎えられる環境づくりが求められて

いる。
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Q. 性別に関係なく、だれもが生活しやすい、活躍できる町のために、どのようなこと

を望みますか？（自由記載）

〇女性も子育てしながら働ける環境の充実。子育てしながら働いている女

　性への理解。

〇職場では、男女問わず子育て中のかたの応援をする。

〇学校給食があればお弁当を作る人の負担が減って仕事やほかの家事に充

　てられる。

〇男性だから、女性だからという考え方が今より少なくなること。今の時

　代に合った生活をしていきたいと思う。

〇職場の理解があることが重要だと思います。仕事優先の考え方が強い中

　では、地域のため家族のためにという行動に出ることがしづらいと思い

　ます。

〇相談の場も必要だが、なによりも「性別は関係ない」という意識を持た

　ないことには始まらないと思います。啓発活動を積極的に進めてほしい。

〇働きたいと思う人には、その人に合ったスタイルをみて、子どもがいる

　人なら園の力を借りたり、老人のかたが困っていれば支援やボランティ

　アで助けたり、一部ではなく町全体で助け合っていけるといいと思いま

　す。

〇家庭・子育てについて相談できる場所や機会を増やしてほしい。子育て

　サロンならぬパパサロンなど、情報交換できる機会があればよいのでは。

〇男女の体力の差は否めないので、職場・家庭の中で相応の分業が必要。

　こういった差や特徴を理解し合える社会を教育していく必要があると思

　う。

〇女性の社会進出を阻む原因としては、女性が産休・育休を取るのが一般

　的ですが、男性にも産休・育休を積極的にとってもらうような政策をし

　てほしい。

誰もが生活しやすい環境のために、子育てをしながら働ける環境、職場や

家庭においての周囲の理解、性別による固定した役割の考え方を変える意

識を持つことなどが望まれている。
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Q.「男性だから」・「女性だから」など、性別により仕事や家庭などいろいろな場面で困っ

ていることはありますか？（自由記載）

 

〇出産後の再就職がしづらい。子どもを保育所に入所させたとしても病気

　になって、休まなきゃいけないときに、仕事を休むことになる場合、た

　いてい女性が休むことになるので、それを快く理解してくれる職場があ

　るかどうか。

〇今の時代、共働きが多い中で、家事や育児をしながら仕事をしている女

　性が多くみられ、女性の負担が多いのでは？と思うことが多いです。男

　性にも積極的に取り組んでもらえたらと思います。

〇家庭間でコミュニケーションをとれるような環境をつくることが大事だ

　と思う。

〇年齢が上の人ほど家庭は女性という考え方が強いと感じる。自分たちが

　子育てをしたときはこうだったから、など。子どものことで休んだりし

　づらく感じる。

〇夫は家事に積極的に参加してくれます。しかし、同居する親がそのこと

　に意見してきます。（家事は女性の仕事と）

〇職場で女だからお茶出してきてといわれたのはなぜ？男はだめなのかと

　思いました。

〇それぞれの環境において納得していればこだわらなくてもいいのでは。

　その家庭での価値観ではないでしょうか。

家事や育児をしながら働く中で負担がかたよることのないような環境づく

りが望まれている。年代によっては、性別によって固定した役割分担の考

え方があり、男女共同参画の意識が浸透することが求められている。
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第３次基本計画

基本理念１

■基本的な考え方と方向

第３部

人権が尊重され男女が平等な社会

方針１ー１ 人権の尊重とあらゆる人権侵害の根絶

　配偶者などからの暴力（DV ＝ドメスティック・バイオレンス）、ストーカー行為などの被

害は深刻な社会問題となっており、こうした状況に対応する必要があります。また、被害者が

子ども、高齢者、障がい者などである場合には、その背景事情に十分配慮する必要があるとと

もに、配偶者からの暴力は被害者のみならず、その子どもにも影響を与えることへの考慮が求

められます。

　夫婦・親子・恋人など、どのような間柄であっても暴力は許されるものではありません。

　男女の人権が保障され、平等であることは、男女共同参画社会の根底をなすものです。あら

ゆる暴力のない、人権が尊重され、誰もが男女平等を実感できる社会をめざします。

■主な施策

　１．人権を尊重し、あらゆる人権被害を根絶する意識の啓発

　　・DV、セクシャル・ハラスメント、児童虐待、高齢者虐待といった、あらゆる人権侵害

　　　についての正しい知識の普及と啓発

　２．暴力の被害者・関係者が適切な支援などを受けられるようにする体制づくり

　　・関係機関や民間団体・住民との円滑な連携体制づくり

■町民の役割（町民・事業者のみなさんは…）

　１．男女が互いに人権を尊重し、助け合う心を育てる家庭づくり・職場づくりに取り組みま

　　　しょう。

　２．あらゆる暴力の被害を許さず、暴力には毅然として対処しましょう。

　３．DV やセクシャル・ハラスメントについての正しい知識を身につけましょう。

　４．もし、暴力の被害にあったら、一人で悩まずに相談しましょう。

　５．身近に困っている人がいたら、相談窓口を紹介しましょう。

　６．暴力の被害に気がついたら、被害者が適切な支援を受けられるよう関係機関へ通報しま

　　　しょう。
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■基本的な考え方と方向

方針１ー２ 男女共同参画の意識の浸透と

男女平等の視点に立った啓発・学習の充実

　男女共同参画に関する町民アンケートで、「男性は仕事、女性は家庭」という考え方に同感

しないというと感じる人は５割を超えており、固定化した役割分担という考え方は全体では少

なくなっています。しかし一方で、年代によってはまだそのような考え方があるという声も挙

がっています。

　家庭・地域・職場において、すべての年代で男女共同参画の意識づくりを進めていくことが

求められます。

■主な施策

　１．男女共同参画の意識づくり

　　・互いに尊重し合い支え合う家庭・地域・職場の実現を目指して、男女共同参画に関する

　　　情報を発信するなど啓発・学習の充実を図る

■町民の役割（町民・事業者のみなさんは…）

　１．誰もが個性と能力を発揮できるような家庭や地域づくりに取り組みましょう。
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基本理念 2

■基本的な考え方と方向

一人ひとりが自立した

多様な生き方を選択できる社会

方針２ー１ 心身ともに健康に暮らせる環境づくりの促進

　男女が互いの身体的な違いを十分に理解し合い、相手に対する思いやりを持って生きていく

ことは、男女共同参画社会を築く基本となるものです。

　心身の健康について正しい知識・情報を得ることは、健康な生活を送るために大切なことで

す。

　妊娠・出産期、思春期、壮年期、高齢期といったライフステージにより、それぞれの健康上

の課題があります。

　年齢・性別に関わらず一人ひとりが生涯を通じた健康づくりを実践できるよう、総合的な取

り組みを進めます。

■主な施策

　心の健康づくりや生活習慣病予防のための健康診査・健康指導など、心身ともに健康に過ご

すための意識づくりや啓発に努めます。　

　また、妊娠・出産、子育ての不安などを解消するために、妊娠・出産・乳幼児期における各

種健康診査や相談・指導の充実を図ります。

　１．健康づくり支援の充実

　　　・生涯を通じた男女の健康の保持・増進

　　　・妊娠・出産などに関する健康支援

　　　・女性が男性とは異なる健康上の問題に直面することについて、男性を含め広く社会全

　　　　体の認識が高まるような普及啓発

　　　・性感染症、薬物乱用、喫煙・飲酒など、健康を脅かす問題についての啓発

■町民の役割

　１．男女がお互いの身体や健康について理解しあい、相手を思いやりましょう。

　２．家族同士で命や性の大切さについて学び、話し合いましょう。

　３．皆が健康で生きがいをもって社会参加できるような環境づくりに協力しましょう。

ー 12 ー



■基本的な考え方と方向

方針２ー２ だれもが安心して豊かに暮らせる

支援体制の充実

　仕事と生活の調和は、人々の健康を維持し、趣味や学習、ボランティア活動や地域社会への

参画などを通じた自己実現を可能にするとともに、育児・介護を含め家族が安心して暮らし、

責任を果たしていく上で重要なもので、持続可能な経済社会を築く上で欠かせないものです。

　仕事と生活の調和を実現するためには、男女の別や就労の有無に関わらず、安心して子育て

ができる社会の実現に向け、多様な子育て支援策に取り組む必要があります。

　また、高齢化が急速に進む中、介護が必要なかたの増加が予想されますが、介護する側、さ

れる側とも女性の関わりが大きく、介護支援策の充実が求められています。

　このように少子高齢化の進行や、人口減少時代の中、企業、勤労者、国、町が連携し、「社

会全体で子育てや介護を支える」という基本的な考え方に立ち、ワークライフバランスを推進

していくことが重要となっています。

■主な施策

　働きかたの多様化に伴い、子育て・介護支援体制の充実など、仕事と家庭生活の調和を図る

とともに、高齢者や障がいのある人の生きがいづくりや社会参画を促進し、すべての男女が参

画して活力ある地域社会の形成をめざします。

　１．子育て支援・介護支援体制の充実

　　　・子育て支援の充実（幼児センター、子育て支援センター、放課後児童クラブなど）

　　　・働きながら介護ができるための介護支援の充実

　　　・育児・介護休業や短時間勤務など、多様な働き方の普及検討

　　　・地域住民の力を活用した子育て・介護支援環境の整備促進

■町民の役割

　１．子育てや介護の悩みを一人で抱えずに、町の子育て支援センターや保健福祉課、道の女

　　　性相談援助センターや児童相談所などの相談機関を利用しましょう。

　２．子育て支援や介護サービスに関する知識を身につけ、必要なときがきたら利用できるよ

　　　うに準備しましょう。

　３．育児・介護休業を取りやすい環境づくりに努めましょう。

　４．子育て支援や介護支援サービスを上手に利用して、家族や地域住民が助け合いながら安

　　　心して生活できるようにしましょう。
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参考資料

１．様似町男女共同参画条例

４．第３次基本計画策定諮問・答申

５．様似町男女共同参画審議会委員名簿
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２．第５次男女共同参画基本計画（国）

３．第３次北海道男女平等参画基本計画（北海道）



令和２年 11 月 5 日 

 

様似町男女共同参画審議会 

 会長 辻   太 様 

 

                          様似町長 坂 下 一 幸 

 

 

   第３次様似町男女共同参画基本計画の策定について（諮問） 

 

男女が生き生きと活躍でき、喜びも責任も共にわかち合う男女共同参画社会を実現す

るための指針としての、第３次様似町男女共同参画基本計画の策定にあたり、貴審議会

の意見を求めます。 



令和３年 2 月 8 日 

様似町長 坂 下 一 幸 様 

 

様似町男女共同参画審議会 

会長 辻   太 

 

   第３次様似町男女共同参画基本計画の策定について（答申） 

 

 令和２年 11 月 5 日付で諮問のありました標記の件について、当審議会が審

議した結果、諮問のとおり計画を策定することが妥当であると認めましたの

で、この旨答申します。 

 なお、男女共同参画の意識啓発について、町民の理解を深め、意識を浸透さ

せることができるよう、多くの意識啓発の機会をもって継続的に取り組むよ

う、とくにご配慮をお願いいたします。 



様似町男女共同参画審議会委員 

（任期：令和 2 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日） 

 

字岡田 辻     太 

大通２ 米 田   靖 

栄町 南   健 雄 

栄町 鵜 木 真奈美 

錦町 小 西 宗 勝 

大通１ 小 川 聖 子 

緑町 久 木 要 子 

錦町 平 田 美智子 
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